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第１回運営委員会における委員からのコメントとその対応方針（案） 

 

第１回運営委員会におけるコメントとその対応方針（案）を、表１に整理する。 

 
表１ 第１回運営委員会におけるコメントとその対応方針（案） 

No 第 1 回運営委員会における委員ｺﾒﾝﾄ 対応方針(案) 

1 <これまでの検討経緯および事業運営体制

の見直しについて> 

①資料 1-3 の｢新たな事業運営体制｣で､本

委員会の名称が｢実証運営検討会｣にな

っている｡委員の混乱を招くので､正しい

名称に訂正したものを作成して再配布し

ていただきたい｡(藤井委員) 

②資料 1-5 の中に｢実証試験結果評価小委

員会｣とあるが､当事業は｢実証試験結果

は評価しない｣という考え方で行っている｡

｢検証｣という言葉を使った方が誤解がな

いのではないか｡(河村委員) 

 

 

①:御指摘のとおり修正した資料を公表･再配布する｡ 

 

 

 

 

②:御指摘を踏まえ､名称を｢実証試験結果検証小委員会｣に改めた｡ 

2 <平成 24 年度事業実施計画について> 

①今まで行ってきたことがうまくいったのかと

いう検証をきちんと行って､それを踏まえ

て次の計画を作ってほしい｡例えば､これ

までも開催してきたｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの成果は､

今回どのように生かされるのか｡一方で､

昨年度日本水環境学会で実施した企画

はある程度うまくいったという認識である

が､そういった点を考えると学会で行った

方が集客も簡単であり､その分野の専門

家も集まるので､ﾒｰｶｰにもよかったと評価

されたようである｡(岡田委員) 

 

②例えば有機性排水処理技術分野では､ﾚ

ｽﾄﾗﾝ等のﾕｰｻﾞのﾆｰｽﾞを収集していくの

か､または新しい技術を提供する側に当

たっていくのか｡単に｢needs-oriented｣と

いうｽﾛｰｶﾞﾝではなく､もう少し具体的に示

した方がよい｡同様に｢ﾌﾟﾙ型｣という言葉

についても､誰を引っ張ってくるかという点

がわからない｡岡田委員がおっしゃったよ

うに､これまでの実績や成果を踏まえなが

ら前に進んでいただきたい｡(藤田座長) 

①:従来は､実証機関ごとに広報活動を実施し､技術分野に精通する民間企業の方や研究者に対しては､それなりの広報効果があったものと認識している｡一方で､限

られた予算の中で､事業全体の広報活動が難しい状況にあり､環境技術実証事業を知らない方への認知度向上への取組みが不足しているのではないかという課

題認識を持っている｡そのため､本年度は､環境技術実証事業の広報活動を実証運営機関が一元化して実証機関の協力を得ながら､可能な限り複数の技術分野を

ｶﾊﾞｰするような展示会(2 件)､学会(7 件)での広報活動を実施したところである(→資料 4-2 参照)｡特に､ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ東北及びｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂといった全国規模の展示会で

ﾌﾞｰｽを設けて実施することにより､多くの方に環境技術実証事業を認知いただく機会を得たものと認識している｡ただし､今般､実際に広報活動を展開していく中で､ 

(1)技術分野に精通する民間企業の方や研究者に対しては､全体的な広報活動では､今一つ物足りなさが見受けられ､やはり実証機関の協力が不可欠ではないか｡ 

(2)実証冊子等の広報ﾂｰﾙについては､｢事業そのものの導入意義｣や｢対象技術分野でない環境技術の取扱｣といった『来場者が知りたい情報』､｢技術分野に詳しく

ない方に向けた図やｲﾗｽﾄ等の表示｣や｢具体的な技術の実物の展示｣といった『来場者にとっての理解しやすさ』等の観点からの改善が､やはり必要ではないか｡ 

等の課題も感じたところ｡この点の課題認識を踏まえ､個々の技術分野ごとの広報活動と事業全体の広報活動の目的を再度検証し､効果のある広報活動につなげ

ていく所存｡ 

また､ご指摘いただいたｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに関しては､これまで､来場者に事業の概要を知っていただくという点においては一定の成果があったものと認識しているが､一

方で以下のような課題があったのではないかと認識している｡ 

(ｱ)PR の対象が｢事業者･消費者一般｣であり､具体的なﾀｰｹﾞｯﾄを絞り込みきれていなかったのではないか｡ 

(ｲ)実際に実証申請を行った事業者において､どのようなﾒﾘｯﾄがあり､実証試験結果をどのように活用したのかといった､｢ﾘｱﾙな｣情報を発信できていなかったのでは

ないか｡また､これまでに実証申請を行ったことがない事業者や実証済技術のﾕｰｻﾞｰとなる事業者と､実証申請経験者との間の接点機会が限られていたのではな

いか｡ 

そのため､今年度ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(本日 14:00-17:00､弘済会館にて開催)では､以下のような工夫を講じることとした(→別添参照)｡ 

(ｱ)→主なﾀｰｹﾞｯﾄを｢未実証申請者､実証済技術のﾕｰｻﾞｰ｣と位置付け､実証申請を検討したが最終的に断念した事業者等を各実証機関から紹介いただき､広報す

るとともに､昨年度実証申請者に対し､実証済技術の取引先･営業先事業者への広報協力をお願いした｡ 

(ｲ)→ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの中で､実証申請経験者から実証済技術の事例を紹介いただく機会を設け､実証申請のﾒﾘｯﾄや実証試験結果の活用方法等をお話しいただくととも

に､実証申請経験者によるﾎﾟｽﾀｰ･ｶﾀﾛｸﾞ･ﾁﾗｼ等の展示ｺｰﾅｰを設置した｡ 

②:分野ごとの PR 戦略を､5W1H に沿って図 1 に整理した｡ 

 

資料１-２ 

コメント [o1]: 主体別（民間企業・研究者、

行政関係者・・・）の PR についても、回答を例

示いただいていたところではありますが、岡田

委員から直接ご指摘をいただいていた事項で

はないとともに、少し回答が長くなりすぎるの

ではないでしょうか？寧ろ、直接的に言及い

ただいているシンポジウムに関して、課題認識

とそれに対する対応方針を述べることを優先

したほうがよいのではないでしょうか？ 

 ⇒ その方針で構いません。任せます。 

→【ＥＸ】学会/展示会の出展方針についても

直接的に言及いただいていますので、それに

対する回答は復活させました。 
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No 第 1 回運営委員会における委員ｺﾒﾝﾄ 対応方針(案) 

③技術分野に対するﾆｰｽﾞの有無は､過去の

実績だけで判断するわけではない､という

理解でよいか｡ﾆｰｽﾞを評価するときにはい

くつかの指標をもって､ある程度全員が納

得できるような形にしていただきたい｡(河

村委員) 

④2014 年度を目処に国際的に標準化とある

が､どの辺りまで行うことを想定しているの

か｡(岡田委員) 

⑤例えば水分野では､環境省が中国で様々

な事業を行っていたり､途上国を相手に環

境技術を普及させようとしたり､業界が｢ﾁｰ

ﾑ水･日本｣として売り込もうとしたりしてい

る｡そのような様々な動きや ISO の動向等

と当事業とをうまくﾘﾝｸさせて､両方が得に

なるようにしてほしい｡具体的な戦略を聞

きたい｡(岡田委員) 
⑥｢国際的な流れの中で当事業の位置づけ

をどうするのか｣という点と､｢当事業を国際

的にどのように売り込んでいくのか｣という

点は別問題であり､資料 2 にはあくまでも

国際的な ETV 事業にどう乗っていくかと

いうことしか書かれていない｡国際的なﾊｰ

ﾓﾆｾﾞｰｼｮﾝの中で当事業をどのように位

置づけるのかも重要かもしれないが､個別

の技術分野ではどのように世の中に広め

ていくのかというｽﾄﾗﾃｼﾞｰも求めている｡ま

た､資料 2 に記載されている実施計画に

ついては､運営委員会として今後取り組ん

でいきたいことについて各委員の考え方

をもとに作成したものなのか､それとも単に

実証運営機関が自らの取り組み方に対し

委員の意見が欲しいのかがわからない｡

(有薗委員) 

⑦有薗委員がおっしゃった点は､｢ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅ

ｰ企業の育成を当事業の目的の一つとす

る｣というところにある程度含まれていると

思うが､それをどのように具体化するかに

ついて､もう少し詳細に検討してほしい｡

(藤田座長) 

 

また､技術分野の見直しにあたっては､技術分野見直し小委員会を設け､また､環境技術実証事業の国際動向を踏まえ､ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾛｰﾁに重点を置いて､以下の

ような手順で検討を進めることにより､具体的に要請のある環境技術やﾆｰｽﾞのある技術を有する企業等を引き出せるような仕組みを模索していく所存｡今年度の段

階では､下記(2)までの検討を行う予定としている｡ 

(1)環境技術を有する企業等のｼｰｽﾞ調査､技術のﾕｰｻﾞｰとなる行政府等のﾆｰｽﾞ調査の実施 

(2)環境技術全般の動向のﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ 

(3)有望な新規技術分野の設定 

(4)優先度が特に高い新規技術分野に関する立ち上げ準備 

最新の業界の動向や個々の技術分野の実証機関等と継続的にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図り､最新の環境技術を具体的にできるよう努めていきたい｡ 

③:平成 24 年度事業実施要領においても､対象技術分野の設定に当たっての観点として､(1)技術実証ﾆｰｽﾞ､(2)普及促進に向けた有効性､(3)類似制度の有無､(4)実証

可能性(実施体制等､実証試験要領の策定可能性)､(5)環境行政における有用性等が挙げられており､今般の技術分野の見直しに向けてもこれらをﾍﾞｰｽとしながら

検討を行う予定であるので､ご指摘のとおり過去の実績だけをもとに判断するものではなく､運営委員会や小委員会でご議論いただきながら検討を進める｡ 

④:今年度の段階では､ETV の ISO 化に関する国際動向を調査し､それを踏まえて現段階での｢国内 ETV と ISO-ETV(想定)の比較｣､｢ETV の ISO 化に関するﾒﾘｯﾄ･ﾃﾞ

ﾒﾘｯﾄ｣､｢考えられるわが国のｽﾀﾝｽ(環境省の視点から)｣等を検討したところ(→資料 5-4-1～5-4-4 参照)｡ 

⑤-⑦:当事業そのものをどう国際的に展開していくかについては､｢国際小委員会｣において検討を行うこととするが､他の事業との連携としては､例えば水･大気環境

局では､平成21年度から｢日本ﾓﾃﾞﾙ環境対策技術等の国際展開｣事業において､ETVとの連携を含めたわが国技術の国際展開戦略について検討が行われており､

その他の国際展開に係る施策とも連携を取っていきたい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント [調整Ｌ３2]: 突っ込まれて回答で

きますか？ 
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No 第 1 回運営委員会における委員ｺﾒﾝﾄ 対応方針(案) 

⑧ﾛｺﾞﾏｰｸに関して､ﾃﾞｻﾞｲﾝが効果的かとい

った点も､一度ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟした方がよいの

ではないか｡効果的なﾃﾞｻﾞｲﾝは時代ととも

に変わっていくものであり､場合によって

はﾃﾞｻﾞｲﾝを一新する必要も出てくる｡国際

標準化は､そのひとつの契機になる｡(藤

田座長) 

⑧:昨年度から行っているﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ･ｱﾝｹｰﾄ中で､ﾃﾞｻﾞｲﾝの有効性についてもご意見をいただいたところ､今年度調査の段階では､｢改善した方がよい｣とのご意見はあ

まり見られなかった｡また､現段階で想定される ISO-ETV においても､ﾛｺﾞﾏｰｸ等の取扱については特に規定されない模様(→資料 5-4-2 参照)｡そのため､今年度の

段階では早急なﾛｺﾞﾏｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝの変更は行わないが､次年度以降も引き続きﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを行っていく予定である｡ 

3 <分野別実証試験要領について> 

①ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策技術分野(建築物外皮に

よる空調負荷低減等技術)については､実

証申請数が多いため十分な審議ができて

いるかという点で疑問が残る｡今年度体制

において開催回数が少なくなると､新たな

技術分野を引きあげるのは難しいと思わ

れるので､その辺りを考慮していただける

とありがたい｡(近藤(靖)委員) 

②小規模事業場向け有機性排水処理技術

については､自治体の立場から申し上げ

るとﾕｰｻﾞｰ側の潜在的な需要はまだまだ

あると考えているので､申請が多く出てき

た場合には小規模事業場向けの技術を

優先的に採択してほしい｡(渡辺委員) 

③50m3 以上は規制対象になり､法的な基準

値をｸﾘｱしておかなければならないが､当

事業の場合､申請のあった技術に対して､

あくまで｢実証｣するというｽﾀﾝｽであり､そこ

にｷﾞｬｯﾌﾟがある｡当事業のﾛｺﾞﾏｰｸは交付

されたが､実際には基準をｸﾘｱしていない

という状況も発生し得るが､その辺りの議

論はなされたのか｡(河村委員) 

④資料 3-1､p.22､(1)①｢実証対象技術｣の範

囲の拡充については､｢高反射率塗料･内

装材等を実証対象技術として明記する｣と

いうことではなく､そのような技術も取り込

めるような形で検討する､また具体的な実

証の可能性を検討するという段階である

ので､訂正してほしい｡(建材試験ｾﾝﾀｰ) 

 

①:実績件数を踏まえつつ､実証機関とも調整しながら実証申請数に対し､十分な審議が行えるような体制を組んでいけるよう検討していく｡ 

 

 

 

 

 

 

 

②､③:分野名から｢小規模事業場向け｣を外したのは､小規模事業場向けであるが 50m3 以上の事業場の処理施設の一部としても使える技術について､申請を躊躇す

ることが懸念されたため､申請の間口を広げる意味で行ったものであり､あくまで小規模事業場向けの技術を育て普及することが目的であることに変わりはない｡こ

れらの技術を 50m3 以上の事業場に使用する場合は､基準をｸﾘｱすることが当然ながら求められる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④:御指摘のとおり修正する｡ 
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＜事業全体のＰＲ戦略（第１回運営委員会資料２からの再掲）＞ 

 

 

 

 
区分 普及に向けたＰＲ戦略（案） 

ターゲット ○ＰＲ実績データを活用したターゲットの明確化 

○業種、地域等に関してターゲットを絞った個別の働きかけ 

ＰＲ内容 ○実証冊子における環境保全効果を表す指標等の検討（消費者・ユーザにとってわかりやすい指標の検討） 

○実証申請経験者の声や具体的な活用例（成功事例）等の提示 

ＰＲ時期 ○実証試験の公募期間に関する弾力的運用 

ＰＲ媒体 ○実証申請者が営業資料として活用することを想定した、実証冊子の抜本的改善 

○事業全体として、優良事業者等の表彰イベントの開催 

ＰＲ方法 ○技術分野間及び実証申請者、関連・類似施策と連携したＰＲの実施 

 

＜技術分野別のＨ24ＰＲ戦略＞ 
分野名 ﾀｰｹﾞｯﾄ PR 内容 PR 時期 PR 媒体･方法 

地中熱ﾋ

ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 

○以下の 3 業種･3 地域を重点化(ただし､｢下記に該当しな

い業種･地域では地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟが有効でない｣との誤解

が生じないよう留意) 

･業種 

(1)ﾕｰｻﾞ 

(2)ｻｰﾏﾙﾚｽﾎﾟﾝｽ業者 

(3)設計･施工業者 

･地域 

(1)地下水が豊富な地域 

(2)地下水規制が厳しくない地域 

(3)既存の井戸が存在する地域 

○実証申請経験者の声や具体的な活用例等

の収集･提示 

○省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果､ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策効果に関

してわかりやすい指標と､その計算方法の検

討 

○公募開始時期の早急化(5 月-) 

○実証単位(B)､(C)の随時募集化

(5 月-1 月) 

○関連施策との連携(ETV の実証試験を

受けた実績が他の政策支援の条件とな

る等) 

○左記業種･地域への営業資料の一

斉送付 

○個別勧誘 

○左記地域での勉強会の企画･開催 

○ｲﾍﾞﾝﾄ出展 

VOC 等 ○以下の 3 業種を想定 

(1)地方自治体の環境部局 

(2)有機溶剤等を取り扱う事業者 

(3)地方環境研究所の検査職員 

○具体的な活用例等の収集･提示 

○VOC 等による事故･問題などの事例と対策 

○秋頃(10 月頃) ○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

○自治体や地方環境研究所､業界団

体等へのﾁﾗｼ案内 

○ｲﾍﾞﾝﾄ出展 

有機性

排水処

理 

○以下の 3 業種･3 地域を重点化 

･業種 

(1)地方自治体の環境及び農林部局 

(2)下水道を管理する自治体や組織 

(3)百貨店･飲食店等の協会 

･地域 

(1)河川汚濁の対策重点地域 

(2)東京都 23 区･政令･主要都市 

(3)農業振興地域 

○技術分野の公募のお知らせ 

○ﾆｰｽﾞの調査実施(対象は左記の業種のうち

地方自治体) 

○有機性排水による事故･問題などの事例と

対策 

○実証技術の活用事例 

○公募開始時期の早急化(4 月末

より) 

○7 月-3 月 

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

○各自治体や地方研究機関､商工部

局へのﾁﾗｼなどによる案内 

○個別勧誘 

○(過去の)実証技術の学会での発表･

学術的な論文への投稿 

○ｲﾍﾞﾝﾄ出展 

湖沼 ○以下の 3 業種･3 地域を重点化 

･業種 

(1)地方自治体の環境･農林･公園管理部局 

(2)農業用水を管理する組織 

(3)遊水地を管理する組織 

･地域 

(1)河川湖沼汚濁の対策重点地域 

(2)飲料水の取水地点の上流部 

(3)農業振興地域 

○技術分野の公募のお知らせ 

○ﾆｰｽﾞの調査実施(対象は左記の業種のうち

地方自治体) 

○湖沼や公園池で生じた事故･問題などの事

例と対策 

○実証技術の活用事例 

○公募開始時期の早急化(4 月末

より) 

○7 月-3 月 

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

○各自治体や地方研究機関､農林･公

園管理部局へのﾁﾗｼなどによる案内 

○個別勧誘 

○(過去の)実証技術の学会での発表･

学術的な論文への投稿 

○ｲﾍﾞﾝﾄ出展 

閉鎖系

海域 

○ﾕｰｻﾞ 

･国､自治体､開発事業者､漁協･漁連等 

○対象地域 

(1)閉鎖性海域特有の問題(赤潮､貧酸素水塊等)を抱

える地域 

(2)浅場再生(藻場･干潟の造成)に力を入れている地域 

○ﾕｰｻﾞﾆｰｽﾞを踏まえ､ 

科学的原理に基づく明確な効果とｺｽﾄﾊﾟﾌｫ

ｰﾏﾝｽの提示を重視 

○実証技術ごとの具体的な活用例(特に官公

庁での実績は効果的) 

 

○4 月-5 月 

 

 

 

 

 

○実証試験報告書の概要ﾊﾟﾝﾌの送付 

○これまで実証した技術の自治体向け

ｶﾀﾛｸﾞの作成･送付(英語･中国語翻

訳も検討) 

自然地

域ﾄｲﾚ 

○地方公共団体及び民間事業者等のｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ 

○設計､製造､施工に関係する企業 

○技術ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの活用等を通じた技術の普

及､導入 

○実証事業の認知度向上のための情報提供 

○平成 25 年 2 月 5 日(火) ○自然地域し尿処理技術ｾﾐﾅｰ(東京

にて開催予定) 

建築物

外皮 

○ｾﾞﾈｺﾝ､ﾊｳｽﾒｰｶｰ､工務店 ○まずは事業の内容(どのようなものを対象とし

て情報を公開しているのか､など) 

○夏季(ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ〔施主〕がﾋｰﾄｱ

ｲﾗﾝﾄﾞ対策に興味を持つ時期) 

○関連団体で発行している情報誌等

に事業案内を差し込み頒布 

地球温

暖化 

○以下の 3 業種を想定 

(1)ﾋﾞﾙ管理者【ﾕｰｻﾞｰ】 

(2)照明器具の開発事業者【ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ】 

(3)地方自治体の商工部局 

○技術分野の概要 

○実証技術を活用した場合の活用事例の紹

介 

秋頃 ○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

○自治体や業界団体等へのﾁﾗｼ案内 

○ｲﾍﾞﾝﾄ出展 

図１ Ｈ24 技術分野別ＰＲ戦略の整理イメージ（案） 

『“社会的インパクト”を重視した“プル型ＰＲ”の実践』 
限られた資源を効率的に活用し、「いかに社会的インパクトのある実証試験、実証試験結果の活用が行えるか」に重点化したＰＲを行う。初期（Ｈ24）

は、「一般消費者」よりも「関連事業者」における知名度向上に重きを置き、ターゲットを明確化した個別の働きかけや、表彰イベントの開催による実証申

請者へのＰＲ材料・機会の提供を行い、中期以降（Ｈ25～）は一般消費者等もターゲットと拡大していく。 
※プル型ＰＲ：必要な情報をユーザが能動的に引き出しに行くタイプのＰＲ、プッシュ型の対義語 

ブレークダウン 
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「環境技術実証事業（ＥＴＶ事業）の活用に関するシンポジウム 

～環境技術の普及促進に向けて～」 企画概要 

 

１．開催目的 

○ＥＴＶの周知 

○ＥＴＶの「メリット」と「効果的な活用方法」の把握・周知 

○新規事業者の獲得 

 

２．実施概要 

【日時】 

平成 25 年 1 月 31 日（木） 14：00～17：00（開場：13：30） 

←本運営委員会との同日開催 

 
【場所】 

弘済会館「萩」（東京都千代田区麹町５－１） 

 

【参加者】 

34 名（主に未申請事業者、実証済技術のユーザー事業者、過去の実証申請者

等を想定） 

 
【内容】 

（１）基調講演 ～環境技術実証事業の概要と政策的位置づけ～（環境省） 

（２）実証済技術の事例紹介（各技術分野１事業者） 

（３）パネルディスカッション ～環境技術の普及促進に向けて～ 

（ファシリテーター：藤田座長、パネラー：柿沼委員、大都技研・佐藤氏、フィガ

ロ技研・瀬戸口氏、建材試験センター・村上氏、環境省・武部氏、ＥＸ山崎） 

（４）その他 

・実証申請者によるポスター・カタログ・チラシ等の展示 

・ＥＴＶリーフレットと各技術分野実証冊子の配布 

・イベント終了後に個別相談会を実施 

 

【配布資料】 

○資料１：プログラム・開催趣旨 

○資料２：基調講演「環境技術実証事業の概要と政策的位置づけ」資料 

○資料３：「実証済技術の事例紹介」資料 

○資料４：パネルディスカッション「環境技術の普及促進に向けて」資料 

○参加者アンケート（参加者へのフォローアップを目的） 

別添 
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【プログラム】 

時間 内容 備考 
13：30 ▼参加者受付（30 分） EX 

  司会・進行：EX 

14：00 ▼開会・趣旨説明（5 分） 環境省 

   

14：05 ▼第 1 部  

 ・基調講演 

「環境技術実証事業の概要と政策的位置付け」（20 分） 

・「実証済技術の事例紹介」（各 7 分×8） 

 

環境省 

各技術分野から 1 事業者 

   

15：30 ▼休憩（15 分） EX 

   

15：45 ▼第 2 部 

 ・パネルディスカッション（70 分） 

「環境技術の普及促進の必要性と具体的方策」（25 分） 

「環境技術実証事業の位置付け」（5 分） 

「環境技術実証事業のメリットと活用方法」（10 分） 

「環境技術実証事業の今後の方向性」（25 分） 

「まとめ」（5 分） 

 

ファシリテーター：藤田座長 

パネラー：柿沼委員、大都技研・佐藤氏、フィ

ガロ技研・瀬戸口氏、建材試験セン

ター・村上氏、環境省・武部氏、ＥＸ

山崎 

   

16：55 ▼閉会 環境省 

   

17：00 ▼アンケート回収、退出 EX 

 

 


